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一般的市街地の景観形成におけるデザイン認定に関する研究

一イギリスの計画許可におけるデザインの考え方との比較考察一
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景観法(2004)が制定され、都市計画の特例許可や景観地区の認定による現行の枠組みにおける計画許可の可能性が見えてきている。

イギリスの計画許可制度におけるデザインの位置づけとデザイン評価の実際を調査し景観地区運用の現状との比較によりデザイン認定

の可能1生を検討した。計画許可型の運用により景観形成を図っていくには、D都市計画の基準とデザインを一体で評価し審査するしく

み、2)地域性とデザインの関係を評価し調整する協議のプロセス、3)認定を担う専門性と社会的なデザインに対する評価の共有化を

進める教育支援プログラム、が必要である。
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1.研究の背景と目的

景観法が制定され、歴史的町並みや計画的開発地区の

アーバンデザインだけではなく、一般的な市街地におけ

る景観形成への関心は高まっている。既成市街地での景

観への取り組みは、景観の歴史的価値や美的な価値によ

り評価されるものとは限らず、地域性を高め、地域の住

環境の質を保全・改善することにつながるべきものであ

る。景観法(2004)の制定後、2008年9月までに125景

観行政団体によって景観計画が策定されており、独自の

工夫の見られる計画も多い。

景観は、地域の地形や歴史的環境における建築物群の

建ち並びの状態といえる。しかし、その特徴を示す建築

物の建ち並びのバランス、地形や風土と建築物の達て方

との関係など、複数の建物群のかたちや地域環境のあり

方を、そのまま景観形成基準として表現することは、現

行の法制度の枠組みでは難しい。景観計画や景観地区で

あっても、景観の保全・形成のための基準は、敷地単位

の建築行為における物的要素の基準に置き換えることに

なる。しかし同時に敷地単位の基準とはいえ、景観法で

は、これまで定性的で確認申請になじまないとされてき

た形態意匠が法定の基準となり、計画の内容やその運用

は自治体の自主性に委ねられた。これが制度の使い方の

選択肢を広げD、積極的に景観誘導を目指すところでは、

開発やまちづくりの条例などと連携させて協議のしくみ

を取り入れているところも見られる2)。

このように景観法によって、自治体の裁量が広がるな

かで、都市計画の高度地区の特例許可や景観地区の認定

と特例許可の組み合わせ等を活用することにより、現行

の枠組みにおける計画許可の可能性が見えてきている。

そこで、イギリスの計画許可制におけるデザインの位

置づけ、および自治体の景観形成への取り組み事例にっ

 いて調査ωを行い、日本の制度との比較において建築・

開発におけるデザインの計画課題を明らかにするととも

に、京都市の景観施策における制度運用上の課題どあわ

せて、既存の枠組みのなかでの認定や特例許可の運用の

可能性を検討することを本研究の目的とする。
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2.自治体の景観施策における計画評価の課題

現在、一般的な既成市街地における景観の保全・形成

に関わる施策には、主に3つのしくみがある。形態意匠

を法定基準とするところに特徴がある景観法の景観計

画・景観地区、用途や高さ、規模等の建築物の基本的な

形態の枠組みを規定すると想定されている都市計画の地

域地区制、地域の景観課題に対応する自治体の自主条例

の3つが、主要な選択肢となっている。

景観は、長く自治体の景観条例によって取り組まれて

きたことからもわかるように、地域性の強い計画課題で

あり、また、建築物の構成要素について基準を決めれば

自動的によくなるものでもない。このため、各自治体で

は、目的に応じて適切な制度の組み合わせを行っている。

そのなかで、京都市の新しい景観施策は、主要な選択肢

の全てを組み合わせ、これまでの旧美観地区で行ってき

た市長認定制の取り組みを既成市街地の大部分に展開す

る方向で実施されている。

景観計画を運用する自治体では事前協議により実効性

を高めるための法制度上の工夫を行っているのに対し、

課題をかかえつつも行政指導による許可型の運用を指向

する京都を事例に、デザイン認定の計画課題を整理する。

2.1京都市の総合的施策運用における特徴

京都市の景観計画は、景観に関わる全ての施策を総合

的に管理するものである。現在、計画区域に適用されて

いる景観関連の法制度には、古都保存法(歴史的風土保

存地区/同特別保存地区)、京都市自然風景保全条例(自

然風景保全地区)、都市緑地法(特別緑地保全地区)、都

市計画(近郊緑地保全地区、風致地区、伝統的建造物群

保存地区、高度地区、景観地区)、景観法(景観計画)、

景観条例(歴史的景観保全修景地区、界わい景観整備地

区)、眺望景観創生条例がある。

このうち、市街地景観の基準となるものは、景観地区、

景観計画、高度地区、景観条例、眺望景観創生条例であ

る。京都の山裾以外の市街地は、適用される制度により

4類型に大別される(表1-1)。

ヒアリング調査(2008年9月:京都市都市計画局都市

景観部市街地景観課)および資料文献調査より、施策の

総合的な許可型の運用に特徴があることがわかった。

まず第1に、適用制度の違いを意識させない運用であ

る。表1-1に示す市街地類型ごとに、それぞれ適用され

ている制度の法的効力には認定と届出の違いがあるが、

運用上は同様に事業者に対応している。制度上の名称を

使わず、景観地区は美観地区または美観形成地区、景観

計画区域は建造物修景地区とし、美観地区は地域特性に

応じてより細かく区分することにより、景観課題にもと

つく地区指定とみることができ、制度上の違いをあまり

意識させていない。全てに共通して屋根を架けることを

求め、バルコニーの規定以外は景観地区・景観計画とも

同じ共通基準を用意し、地区ごとの基準は項目(屋根・

屋根材等、外壁等、屋根以外の色彩、そ0)他(主に敷き

際条件))を統一し、使用する用語を共通化している(参

考資料参照)。このためデザイン基準がまとめられた資

料からは地区ごとの基準はわかるが制度上の違いを意識

させず、総合的な景観施策の運用となっている。

第2に、建物高さの基準は、高度地区で指定し、デザ

インによる特例許可の運用を可能としている。これは景

観地区では、形態意匠=デザインが認定対象となり、景

観地区で高さを指定すると、デザインを理由に高さの緩

和(特例許可)をすることができないためである。あわ

せて景観地区の形態意匠の認定においても、特例を都市

計画で位置づけており、先端的で望ましい計画に対する

デザインを認める可能性を留保している。

第3に、19年度は2068件(通知を含む)の申請(認定

1040件/届出953件)と眺望条例関連1100件の申請が

 あったωが、その8割程度が建売業者である。これらの

計画では事業上の経済合理性により基準適合だけが目的

化される可能性が指摘されている。事前相談が基準に適

合する方法の調整になると、デザインの質的向上につな

がらない。市街地景観の多くは戸建住宅により形成され

る。市が認めるように地区レベルの特性を十分に基準に

反映できていない現状では、一度認められたつくり方が

基準との適合という意味だけでどこでも使用されると、

地域特性に応じたデザイン調整が難しくなる。景観形成

では同じ基準であっても地域によって異なるデザイン的

解決が求められることを社会的に共通認識としなければ、

基準は最低基準化する可能性が認識されていた。

都市眺望景観創生条例には、特定の視点場からの眺望

を守るために高さの規制のある眺望空間保全区域と眺望

景観の眺めをまもるデザイン規制のある近景・遠景デザ

イン保全区域があり、市南部に位置する市街地4以外は、

景観地区・景観計画に申請とあわせて調整されている。

表1-1.京都市の景観施策による市街地類型

       薩i優景観法都市計画条例       景観計画景観地区高度地区風致地区
       京都の名称建造物修景地区美観地区美観形成地区高度地区風致地区都市眺望景観創生

       市街地1○(届出)闇一　一}一○(確認)○(認定)
       市街地20(認定)o(確認)0(認定)

       市街地3O(認定)0(確認)゜(認定)!
       市街地4一一一囮　　}山裾0(条例許可)8i謬麹   
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デザイン規制は「眺め」との調和が条件となるものの、

景観地区」景観計画と同様の内容となっている。

京都市の景観施策は複雑にみえるが、各法制度の特性

に応じて基準を分担して決めているのであり、一体的に

とらえる必要がある。

2.2景観形成基準とデザイン評価

複数の制度を組み合わせている現在の景観関連の基準

は、必ずしも制度間で整合性がとれているものではない。

基準に適合して実現される建築物の形態や密度が望まし
い生活環境となるかというと、問題のある地区もある。

例えば、職住共存地区における用途地域(商業地域・容

積率400°/,)、高度地区(15m)と、景観地区(勾配屋根・

3階以上セットバック等)で示されている基準の範囲内

で最大規模を実現すると、意匠を問題とする以前に、形

態のバランスが悪く建て詰まる可能性が高い。

また、敷地の規模・形状・位置によっては、軒・庇・

けらばの基準や敷き際のデザイン基準の効用が一定しな

いことが顕在化している。屋根を架けることが市域共通

の基準であることから、軒・けらばの基準は、むしろ隣

地との関係や敷地内での建物配置のコントロールを想定

して検討されたのであるが、敷地条件によっては配置が

デザインを制約し、景観上マイナス効果となることがあ

る。例えば、間口の狭い狭小宅地で北側斜線に抵触する

ことを避けようとすることにより景観上デザインが悪く

なる場合が発生している(:S)。

他に町並みの連続性を形成することを目的として、敷

き際を壁面・塀などで閉じることが求められるところで

あっても、狭小宅地では敷き際に駐車スペースがとられ

開放的となる計画が多く申請されてくる。駐車スペース

を建物内に入れると、床面積や異種用途区画の制限に抵

触することから、通り面のデザイン基準の解釈には弾力

的運用が行われている。これまでに緩和したり基準の解

釈を条件によって拡大してきた事例の個別デザインおよ

び町並み形成上の評価を行う必要がある。

既成市街地の景観は、個別敷地の建築行為や開発の積

み重ねによって保全・形成が図られる。このとき、京都

の景観施策において確認できるように、敷地をコントロ

ールする制度のない状況で、景観形成基準を全ての敷地

に同様に適正となるように決めることは難しい。また、

地域性を保全・形成していくためには、敷地条件や計画

地の地域性に応じて基準の解釈を調整しながら景観形成

を行う必要があり、許可型運用の効果は期待できる。

京都市では、景観地区におけるデザイン許可を制度上

留保しているが、今のところ使われていない。景観形成

基準が地区レベルの景観特性を十分反映できていない現

状に対しては、景観条例(自主条例)で界わい景観整備地

区の制度を用意し、まちづくり活動を通して共有される

ルールを界わい景観整備計画で位置づけ、地域基準づく

りが進むことが期待されている。地域性を反映させる景

観デザインのルールづくりと協議による景観形成は、制

度運用における方法の1つである。しかし、本来的に認

定の意味は、個別敷地の建築行為や開発計画を地域にと

って望ましいものとするように、デザインを評価し適合

 判断を行うことであろうω。認定や特例許可は、個別の

開発とまちをつなぐしくみとして機能すべきである。

3.イギリスの計画許可制度におけるデザイン

開発とまちをっなぐしくみの考え方を検討するために、

計画許可を基本とするイギリスの都市計画制度における

デザインの評価を調査した。

イギリスの都市計画制度の基本3>は、デベロップメン

トプランにおいて都市像を示し、計画許可によって開発

をコントロールするものである。このコントロールが開

発とまちをつなぐことである。計画許可を担う自治体は、

申請された開発計画にっいて、デベロップメントプラン

およびその他任意の重要な考慮すべき事項㈲にもとつい

て専門的判断をまとめる。この判断にもとづき、最終的

には計画委員会(議会)が許可する。最終的な許可権限

は議会にある。申請した計画が拒否された場合、事業者

は不服申立(アピール)を行うことができる。

2004年に都市計画制度の大改正があり、基礎自治体

は全てローカル・デベロップメント・フレームワークと

いうしくみに移行し、その中で策定されるデベロップメ

ント・プラン・ドキュメント(DPD㈹:開発計画書)が、

法定のデベロップメントプランとして計画許可における

最大の判断基準となる4)。

3.1計画制度におけるデザインの位置づけ

デザインは、計画許可における議論の1っであり、開

発規制の考え方の基本的な動向によってその重要度や社

会的関心は変容する。今回の法改正では、これまでの土

地利用計画規制の考え方から、関連する施策連携を前提

とする空間計画的アプローチによる持続可能な開発を誘

導していく方向へ、計画目標を変化させてきている。こ

のような変化とともに、デザインが重要な審査項目とな

ってきている。

政策の変化は、国の都市計画制度に関する運用指針で

あるPPS〔7)の最初(PPS1)に、持続可能な開発の実現にお

いて「良いデザイン」が主要な役割を果たすと位置づけ

ているところにみることができる。また、基礎自治体の

開発計画書(DPD)の策定においては、土地利用計画から、

場所に関わる複数の政策(経済・住宅・コミュニティ・

交通等)を横断的に統合する空間計画的アプローチによ

る計画へ、転換を求めている。持続可能な開発において、

空間計画とアーバンデザインの関係を明確にし、デザイ
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ン政策の必要を位置づけている。

こうした国の方針を受け、基礎自治体ではDPDを構成

するコア・ストラテジー、特定用途に供すべき敷地の開

発方針、エリア・アクション・プランにおいてデザイン

政策を展開していくことになる(表3-1)。コア・スト

ラテジーでは、開発におけるデザインの基本方針が示さ

れるが、その内容はデザインの質の確保や周辺環境への

調和など、包括的なものとなる。エリア・アクション・

プランは特定地区の開発方針を決めるが、具体的なデザ

インガイドが示されるわけではない。

DPDは計画許可の最大の判断基準となるが、その内容

は包括的であることから、計画許可における裁量は大き

い。各自治体は必要に応じて、特定地区やテーマを設定

して、DPDを補完し詳細を示す文書としてSPD(8)を策定

することができる。デザインについては、例えば、高層

建築に関するガイドはその1つであり、特定地区や開発

のデザインガイド、開発ブリーフ、テーマ型のデザイン

コード等は、SPDとすることが可能である。地方計画庁

が策定するSPI)は計画許可における判断基準となる。

3.2デザインとアクセスに関するステイトメント

2004年の制度改正に伴い、計画許可申請にあわせて

「デザインとアクセスに関するステイトメント(以降、

デザイン文書)」(9)を提出することが義務づけられた。

国からの通達㈹によれば、デザイン文書とは事業者や

設計者が開発計画におけるデザインの妥当性を説明する

文書である。それは平易な表現が期待され、専門的な計

画許可申請図書を解読しなくてもデザインの意図を理解

できるようにすることで地域の関係者が計画過程へ参加

を促すことも活用方法の1つとされている。また、事前

協議や計画内容の調整にも有効とされている。通達は、

デザイン文書の構成について提示しているが、書き方や

運用は自治体に裁量がある。

デザイン文書に書くことの基本は、①デザインプロセ

スに関する内容:DPDに対応し、地域の特性と環境をど

のように理解し間題を解決して開発におけるデザインの

基本方針とコンセプトを設定したか、②デザイン的解決

の妥当性:用途、規模、配置、スケール、ランドスケー

プ、外観、アクセスなどのデザインはコンセプトにそっ

て適切であるか、について説明することである。「良い

デザイン」には、敷地条件、立地する地域コンテクスト

の理解に始まり、その特性を継承し創出していくことが

求められている。

ヒアリングした自治体では独自の書き方ガイドを作成

していたが、求める内容の程度はそれぞれ異なり、運用

にも違いがあった。

ブリストル市ではデザイン文書が適切に書かれていな

い場合は、計画申請の受理を拒否するとしており、開発

におけるデザイン配慮を積極的に求めている。ロンド

ン・エンフィールド区では、現実には同じ事業者だと以

前に受理された文書のタイトルだけを書き換えてくると

ころもあるという。しかし住宅開発要請が強く、行政内

に専門プランナー職が不足している状況では、この実態

を受け入れざるを得ないようである。

ミルトン・キーンズ市は大規模な計画的ニュータウン

開発地区をかかえており、ニュータウンの地域性をどの

ようにつくっていくかが課題となっていた。これまでは

パワービルダーが一般的に受け入れられやすいレンガを

使う伝統的デザインの住宅を大量供給してきたが、地域

性が創出できていないという指摘を受けている。これに

対して、ミルトン・キーンズ市では、新たなデザイン提

案を積極的に求めるデザイン協議において、デザイン文

書を活用している。

これまでデベロソプメントプランの内容は包括的で、

計画許可においてデザインのみを条件として不許可とす

ることは難しかった。しかし、1990年代以降、国の政

策として開発におけるデザインの重要性が認識されるよ

うになり、政策方針として、特定のデザインの恣意的な

表3-1,イギリスの計画制度におけるデザインに関する法的位置づけ

    政策文書位置づけ目的(主にデザインに関わるところ)備考
    PPS法定ガイダンス(国)空間計画とアーバンデザインのつながりを明確に位置づける

    RSS法定計画(広域地方行政)・広域レベルの開発と再生の空間的調整・土地利用に関わる基礎自治体が作成する開発計画等の枠組みを用意する・成長と再生の戦略的方針・計画許可における最大の判断基準
    DPD法定計画(基礎自治体)・地域レベルの開発と再生の空間調整・長期空間ビジョン(コミュニティ戦略の実現と開発・土地利用の空間計画の設定)を提示する・計画許可における最大の判断基準
    コア・ストラテジー法定計画(基礎自治体)・DPDの構成文書であり、デザインの重要性と基本方針を提示・開発以外のデザインコントロール政策を示す一1
    特定敷地法定計画(基礎自治体)・DPDの構成文書であり、特定用途を割り当てる敷地(土地)にいての一般的デザイン方針の設定(特にアーバンデザイン配慮を求める地区の特定する等)
    エリァ・アクション・プラン複数計画の組合せi(基礎自治体)一・DPDを構成する文書の1つで、特定地区のフィジカル・ビジョン、政策、目標の提示(地区開発計画、アーパンデザイン計画、包括的デザインコード等の様式で示す)

    一一一一i㎜壁翻騰める・DPDの政策内容を拡張、補完するもの・政策のより詳細な内容を示す計画書・計画許可の判断基準贈濃意茜撚デザィー
    一一一一`闇一一一

(UrbanDesignCompendium2より作成)
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押しっけは否定しているものの「明らかに質の劣るデザ

インは拒否すべき」として、デザインが計画許可の拒否

の理由となり得るようになってきた。

デベロップメントプランを補完するために、デザイン

ガイドや開発におけるデザインに関する方針などを法的

位置づけのあるSPD(2004年以前はSPG)とする自治体

もある。このようにデザインが計画許可における重要な

審査項目となってきたことにより、デザイン声明書の活

用の有効性が高まっているといえる。ミルトン・キーン

ズ市では、不許可とした計画の事業者の不服申立に対し

て「デザインとアクセスに関するステイトメント」が不

十分であることを理由に開発計画の不許可を認めるイン

スペクター(mの判断事例が出ているq2)。

4.デザインの考え方と認定許可の比較

日本とイギリスでは計画制度が大きく異なることから

単純な比較はできないが、景観法によって「良い景観」

の考え方が提示され、景観地区において認定制度が創設

されたことから、建築行為や開発におけるデザインの考

え方とその評価方法を比較することが可能となっている。

4.1デザインの考え方

イギリスにおいてデザインが主要な計画課題と認識さ

れるのは1990年代後半である。デザイン概念が、意

匠・景観から、高さ・配置・規模を含む空間のかたちの

デザインにまで広がったことが、デザインの重要性を高

めたと考えられる。1999年に良いデザインのための教

育と助言支援サービスを行う公的組織としてCABE(B)

が設立され、当時の計画制度を管轄する環境交通省

(DETR)とCABEは良いデザインのための実践ガイド

「ByDesigl1:計画制度における都市デザイン」5)を発行
した。これは、自治体が計画許可の判断基準とするデベ

ロップメントプランやSPDを策定するにあたって、デ

ザインについての理解を促すものである曲。

現在イギリスにおけるデザインの概念は、建築物等の

外観の間題だけではない。開発計画に求められるデザイ

ンとは、地域コンテクストを理解し、快適で使いやすい

安全な場所をつくることと考えられる。「ByDesign」
では、良いデザインによって達成すべき目標として、地

域性を高める、連続性と領域性をつくる、公共領域の質

を高める、移動のしやすさ、わかりやすさ、変化への適

応性、多様性の実現が挙げられている(表4-1)。個々

の開発計画が都市空間を構成するという認識が前提にあ

るといえる。イギリスにおける開発の概念は広く、内装

の変更や軽微な工事以外は対象となっている。

これに対して景観法には「良い景観」とは何かについ

て、大きく5項目(法第2条第1～5項)が示されている。

それは、景観の公共性、地域性、総合性、協働による形

成および、景観は保全だけではなく創出するものである

という認識である(表4-1)。景観に関する基準であっ

ても、建築行為や開発に対する敷地単位の基準として一

律的に示すことが基本となっている日本の法制度の枠組

みにおいて、「良い景観」は、複数の建築物や環境構成

要素が関わる空間の全体像に対する評価を示したもので、

大きな変化だといえる。

これらを比較すると、良い景観と良いデザインが実現

しようとしている都市空問の目標には、景観やデザイン

における公共的価値や地域コンテクストの重要性など共

通する観点がある。しかし大きな違いは、都市の変化と

景観の多様性に対する考え方であろう。景観法は計画の

枠組みを設定することにとどまり、その内容にっいては

自治体の裁量に多くを任せており、地域の多様性を認め

るところまでは到達している。しかしこのとき開発に調

和を求めても、空間の多様性が生み出す良い景観を求め

るところは少ない。また、ストックとなるような空間に

求められる社会的変化に対するデザインの適応性につい

ての意識も弱い。

「ByDesigl1」では、「良いデザイン」の目標を実践

表4-1.良いデザインと良い景観の考え方の比較

ByDesignにおけるデザインの目標
地域性開発・風景・文化における地域の特徴的なパタン
characterに呼応し、特徴を強化する

連続性と領域性通りに面する建物の連続性と公私の領域を明確
continuityandenclosure

公共領域の質
qualityofthepublicrealm

移動のしやすさ
easeofmovement

わかりやすさ
legibllity

適応性
adaptability

多様性
diversity

にすることにより空間の領域性を高める

公共空間や経路を魅力的、安全、まとまったもの
とし、障害者や高齢者にも使いやすいものとする

場所のつながりや移動のしやすさを確保し、アク
セシビリティと地域の行き来を高める

認識しやすい経路や交差部、ランドマークを整備
することにより場所のわかりやすさを高める

社会的、技術的、経済的変化に対応できる開発と
することで適応性を高める

開発や土地利用の混在が相互作用して新たな場
所を創出することにより多様性・選択性を高める

景観法における良い景観の考え方

公共性

総合性

地域性

協働

保全創出

現在・将来の国民が享受できる国民
共通の資産
地域の自然、歴史、文化と人々の生
活、経済活動などと調和により形成

地域の個性・特色を伸ばすよう多様
な形成を図る

地域の活性化に資するよう自治体・
事業者・住民が協働して取り組む

良い景観の保全だけでなく、新たに
創出すること
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するにあたって、開発計画におけるデザインを評価する

項目として次の8項目を挙げている。①都市構造におけ

る配置、②街区・敷地・建築物の配置パタン、③ランド

スケープ(土地の形態・生態・自然特性、色など)、④

密度と混在性(開発規模と用途の構成)、⑤高さ(眺

望・スカイラインへの影響度)、⑥スケール(配置・ボ

リューム・形態、建築物と空間の関係)、⑦外観ディテ

ール、⑧材料(テクスチャ、色、耐久性等)である。

これに対して景観地区では、形態意匠、高さ、壁面位

置の制限、敷地面積の最低限度の4項目について決める

ことができる。このうち形態意匠のみが必須で認定対象

となる。その他の基準は建築確認対象である。

イギリスの計画許可におけるデザイン評価の対象とな

っている8項目は、全て景観地区では形態意匠の項目で

書くことが可能である。しかし敷地単位の基準であるこ

とから、配置パタンやランドスケープの項目にみられる

ような地域環境、都市空間と建物の関係性や建物と建物

の関係、高さやスケールにみられる建築物群のかたちへ

のインパクトは、定性基準として書くことになる。高さ

や規模など他の制度による基準との整合が必要であり、

また、敷地ごとに異なる判断が求められるが、このよう

な運用は日本の自治体にとっては難しいのが現状である。

4.2許可認定の課題

計画許可制においてイギリスのデザインは、開発がど

のような地域空間をっくるかを問うているのに対し、日

本の景観地区は都市計画を構成する制度の1つであり、

都市空間の1つの側面である景観から計画を評価し、基

準への適合性を判断するものとなっている。制度上は認

      LDF

      LDD

            

      DPD・コア・ストラテジー・特定用途の敷地開発方針・プロポーザル・マツプ*アクションヴラン開発計画r-一一一"、一一一圃、1デザインiI幽、一_,一__一一一r'      陞画言午可

      

      *SPD

      

建基法

図4-1.イギリスの計画許可

集団規定
く

"
地域地区6
(高度地区等)

都市計画 景観地区

景観計画
景観法

ー
1

計画認定

開発計画

函

図4-2.日本の景観地区における認定の位置づけ

定制度であるが、運用指針では一定の判断が想定できる

基準の事前明示性の確保が求められている。

こうした違いを踏まえ、イギリスの計画許可制度と日

本の景観地区における認定制度におけるデザインの評価

の意味を比較する。

イギリスの計画許可においてデザインは重要ではある

が、計画に関わる多くの審査項目の中の1つという位置

づけである。計画許可の判断は、DPDに書かれている内

容および、SPDなど重要な考慮すべき事項をどのように

実現しているかによって判断される。デザインは、地域

への経済効果、環境や交通へのインパクト、雇用や住宅

需要との関係など、計画に関わる多くの政策方針からみ

た評価と一体で、その妥当性が判断される(図4-1)。

許可対象は開発計画である。

日本の計画制度においては、景観地区の景観形成基準

は、京都の事例分析からも明らかなように、敷地単位に

設定される基準の1つであり、他の地域地区の基準や自

治体条例の基準と並列にある。また、景観地区で認定の

対象となるのは形態意匠に関する基準のみである。認定

の対象となるのは、計画全体のなかの一部であり、その

他の地域地区で示されている内容は、建築基準法と連動

する集団規定として建築確認対象となる(図4-2)。

建築基準法の集団規定と都市計画の用途地域指定は連

動しているにも関わらず、建築基準法での建築確認と都

市計画法の特例や認定は、相互の独立したしくみである。

景観法は、これらとも棲み分けている。景観地区におけ

る認定申請の時期は指定されておらず、認定申請後30

日以内に適合するかどうかを決定すること、認定証の交

付を受けた後でないと建築等の工事(15)に着手できない

という規定があるだけである。確認と認定は法的には独

立で、認定証がなくても確認をおろすことはできる。日

本の制度は、1つの建築や開発計画を総合的に判断する

ものではない。

しかし本来、景観は総合的なものであり、都市計画の

対象である用途、高さ、規模、密度、配置などは、全て

建築物の建ち並びのバランスに関わり、景観のあり方を

左右する。しかし、認定が形態意匠の基準のみが対象と

なっていることから、景観の空間的枠組みを決めるこう

した基準への適合と形態意匠の基準のバランスの悪いこ

とに起因する問題は市民・事業者にあまり認識されず、

外観や材料などの議論に嫉小化されやすい。

イギリスの開発規制におけるデザインは、都市構造や

街区との関係の検証、地形や土地の特性への配慮が求め

られ、高さは眺望やスカイラインとして、規模は配置や

形態、周辺の空地との関係が評価される。これは、開発

がまちにどのようなインパクトを与えるか、地域コンテ

クストにおいて開発とまちをどのようにっなぐかが問わ

れているのであり、デザイン声明書でデザインの適正な
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選択、新しいデザインの妥当性の説明が求められるので

ある。

日本でいうところの景観も、まちと建築との関係とい

う意味ではイギリスでいうデザインと意味を共有する。

そのうえでイギリスとの比較から、現行の景観法・都市

計画・建築基準法の棲み分けを前提とする認定では、そ

の景観の総合性を判断できない。景観地区の認定制度は、

建築や開発のフィジカルプランにおける一部に対する評

価でしかなく、その一部の要素の適合判断によって計画

が実現できなくなることがおこる。これは、イギリスの

計画許可において、デザインで不許可を出すという意味

では同じようにみえるが、デザインの評価が計画の総合

的判断のうちの1つであるのと、デザインの基準適合が

根拠となっているのとは、大きな違いがある。計画をコ

ントロールすることにより景観形成を図るという制度設

計の考え方が必要である。

現在、13自治体で景観地区が策定されているが、大

きく分けると、地区計画型とゾーニング型がある。現在

のところゾーニング型は京都市と準都市計画区域指定と

あわせて決めている北海道倶知安町だけといえる。多く

は特定地区の景観形成を目的とする地区計画型である。

ゾーニング型は本来的には景観の基本条件を示し、望ま

しい建築・開発計画を裁量性のある判断によって誘導し

地域性を保全・形成するところに認定の意味がある。し

かし基準の明示性が求められると、江戸川区や大分市の

ように、認定対象は数値基準にできる色の基準だけとし、

地区計画の形態意匠で定性基準を示し届出対象とすると

いった運用が選択される。イギリスの計画許可の最終的

な許可権限が議会にあるのに対し、認定の権限は自治体

にある。議会は地域の意見を代表するが、自治体の判断

は説明の合理性のみが問題とされる。景観に対する仕会

的合意や共感を認定に反映するしくみや方法の必要が指

摘できる。こうした方法の選択肢のひとっが、京都の界

わい景観整備計画のような地域でルールを協働してつく

るしくみであろう。

5.計画制度運用における自治体裁量からみた課題

景観法の特徴の1つは、自治体の裁量が大きいところ

がある。景観は地域により計画課題が多様であり、全国

一律的基準では十分に対応できない。計画の内容や基準

の設定に地域性を反映させるとともに、地域での裁量の

ある認定制度を、建築や開発をまちにつなぐしくみとし

て機能させていくことが期待される。それは、敷地単位

の判断であっても、個々の計画が、まちの景観という観

点から、地域づくりのコンテクストのなかで、判断され

る必要がある。

「良いデザイン」において重視されることも、地域性

の理解であり、デザインが地域性を保全する、強化する、

あるいは新しい地域性を創出するものであることが求め

られる。イギリスの計画制度は地域の裁量が大きく、デ

ザインに関する取り組みも地域ごとに異なるが、イギリ

スにおける自治体の取り組みには、日本においても共有

できる計画課題がみられた。

5.14都市におけるデザイン政策

ヒアリング調査(j6)を行った4自治体では、デザイン

についてそれぞれ異なる計画課題を聞くことができた。

4都市の比較ではなく、事例から共有できる課題を検討

する。

〈ブリストル〉

ブリストル市は、イギリス南西部に位置する人口約

40万人の非大都市圏の単一自治体で、市域の80%以上が

市街化されている。10世紀から港湾都市として栄えた

ことから、中心部の旧市街をはじめ33の歴史的環境保

全地区が指定されている。保全地区のエリアが広く、市

民の景観に関する意識が高いことから、早くからデザイ

ンを重視し、デザインによる計画の不許可は行ってきた。

デザイン政策については先進的な都市とされる。

デザインの評価の基本は地域コンテクストへの配慮で

ある。計画レベルでの地域性は、建築物の集合体がつく

る景観のかたちに重点がおかれ、密度や建物形態(form)

などで表される。かつては地域色があったが近代化のな

かで混乱しており、色や材料は周辺のコンテクストにお

いて個別に判断される。現状が望ましくない地区や郊外

の自動車に頼る低密度の開発にっいては地域性の設定が

難しいと認識されている。また、保全地区であっても時

代とともに地区特性に変化があるという認識から、見直

し調査が行われている。

デザインコードで規定しすぎない方針で、現在デザイ

ンコードづくりが検討されている。高層建築については

SPDが策定されており(17)、建築物のデザインの方針とと

もに、ランドマークからの眺望、ランドマークへの眺望

の保全から立地規制が示されている。港湾から複合的土

地利用への転換など大規模開発においては、事前相談の

段階で開発事業者にデザインコードを提案させ、自治体

が評価して決定していく方法をとっている。

制度運用レベルでは、許可申請を受理するとコストが

発生するような計画変更が難しくなるためus)、申請前

の段階での協議調整を行うことが事業者・行政双方にと

って有効であることから事前相談に時間を割いている。

申請までの事前調整にかかる時間は開発によって様々で

あり、ハーバーサイド地区のような超大規模開発では

18ヶ月を要している。デザインに関する条件付き許可

や不許可も行われている。これに対する事業者の不服申

立はそれほど多くなく、判断が認められなかったケース

は不服申立の2割程度である。2004年の制度改正で申
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請にあたってデザイン声明書の添付が義務づけられ、デ

ザインの妥当性が十分説明されていない場合は声明書の

不備として申請を受理しないことが可能となったとして

いる。申請受理までに、細かく指示することで計画変更

を伴うデザインの質の向上を実践している。

〈ミルトン・キーンズ〉

ミルトン・キーンズ市は、ロンドンの北西約75キロ

に位置する人口22,7万人の非大都市圏の単一自治体で

あり、1967年代から開発が進められているニュータウ

ンが市の大部分を占める。コミュニティ計画2003c[v))に

おいて成長エリアと位置づけられた地域に入っており、

多くの住宅供給が求められている。

ミルトン・キーンズでのデザインに関する計画課題は、

新規に開発するニュータウンの地域性をどのように形成

していくかである。デザインの必要は都市レベルから建

築レベルまで広範にわたるが、コンテクストの希薄なと

ころでは提案される計画を受けて対応していくことにな

りやすい。

このときローカルプラン(これまでのデベロップメン

トプラン)の内容は包括的であり、現在新しい計画制度

への移行過程で策定中のコア・ストラテジーは、より戦

略的な表現で、計画を拒否する根拠になりにくくなって

いると認識されていた。判断基準となる計画をどのよう

に書くかは重要であると指摘している。

ニュータウンの基本空間には固有の都市システムとラ

ンドスケープがありながら、建築デザインの提案が弱い

という評価であった。住宅開発事業者は一般受けする伝

統的なレンガ色の標準型で建てようとする。これに対し

自治体は、もっと地域を特徴づける21世紀の都市にふ

さわしい革新的デザインを求めている。しかし、どこで

もコンテンポラリーデザインが良いというのではなく、

基本ブロックにおける視認性の高い場所やランドマーク

となる配置での提案を求めることを意図している。技術

的指針として策定したデザインガイドに、こうしたデザ

インの考え方と配置・道・駐車・外観・オープンスペー

スなどの空間デザインの指針を示し、積極的誘導をめざ

している。このデザインガイドは、新しい制度において

計画許可の判断基準となるSPDとする予定である。

ミルトン・キーンズでの開発は大規模な住宅供給(150

戸制度が平均的)がほとんどで、建物だけでなく駐車ス

ペースのデザインや全体の配置計画の影響が大きい。色

は地域を特徴づける要素の1っとして、積極的に特徴あ

る色を適切に使用することを指導している。

計画制度の改正に伴いデザイン声明書の作成が義務づ

けられているが、後追い的につくる事業者も多く、その

重要性が理解されていない。また、文章表現がほとんど

で、最終的な配置計画までチェソクできない。その一方

で、計画の不許可に対する不服申立の審査においてデザ

イン文書の内容が不十分であることが不許可を指示する

理由となってきており、積極的活用が考えられている。

このようにコンテクストのないところで次の100年を

耐えうるデザインを作り出すことは挑戦的であり、難し

いことだと考えられている。

〈エンフィーノレド〉

エンフィールドはロンドン特別区の1つで、西部の比

較的良好な郊外とグリーンベルト、中部の都市的市街地、

東部の重要な産業地域から構成されている。しかし近年、

生産業が衰退しているところヘロンドンの住宅需要増大

の圧力を受けて、工業から住宅への土地利用転換が始ま

っている。

都市計画制度改正をうけ、戦略を示すコア・ストラテ

ジーを決め、問題のない市街地はこれまでの計画のまま

おき、早急に対応が迫られる特定の地区についてアクシ

ョン・エリア・プランを策定している。多くは用途転換

地区であり、新たに地域性をっくる必要がある。事業者

のコンサルタントが策定したマスタープランを評価し、

そこから開発フレームやデザインガイドをつくっていく。

行政内に十分の都市デザイナーがいない。

行政内の都市デザイナー不足が大きな問題である。プ

ランナーに対する都市デザインの教育がCABEやUDL〔2°)

を活用して続けられているところである。行政担当者は

専門的、技術的見解を示すが、計画許可の最終権限は議

会の計画委員会にあり、議員に対するデザイン教育も必

要だと認識されていた。

ロンドン特別区ではデザイン委員会を設置していると

ころがある。ボランタリーな専門家による計画レビュー

を行っている。エンフィールドではデザイン賞を出すこ

とによって、良いデザイン奨励している。たとえ地域コ

ンテクストに合わないようにみえても景観のリズムがあ

り魅力的なモダンデザインに賞を出すことで、何を良い

デザインと考えているかを表明しようとしている。

エンフィールドは、人材的にも、財源的にもデザイン

への取り組みは、まだまだこれからの状況にあり、デザ

インにっいての市民教育の必要も認めている。デザイン

文書も審査過程で全く機能しておらず、一度許可が下り

た計画のデザイン文書のタイトルだけを変えたものを受

理している状況にある。制度移行にあたっては、開発計

画の必要なアクションエリアから取りかかり、共通のデ

ザインガイドは2010を目標に策定を進めているところ

である。

〈ウエストミンスター〉

ウェストミンスターはロンドンの中心にあり、多くが

歴史的保全地区に指定されている。

UDP(LI)(デベロップメントプラン)に書かれている基

本は、その場所のコンテクストに合った高規格のデザイ

ンの建物・空間であることであり、その判断は難しい。
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保全地区外ではデザインの評価において地域特性との関

係が重視される。デザインについては、第一に計画され

ている高さと大きさが適正であるかどうかが判断され、

その次にコンテクストに合ったデザインかどうかが審査

される。この逆はない。デザインが良いからといって高

さの判断が変わる(例えば緩和される)ことはない。高

さの決め方の基本は、周辺の高さに揃えることである。

特定の高さがない場合は高いビルを認める可能性はある。

UDPに示されている基本政策を補完するデザインにつ

いてのSPGが策定されている。

ウェストミンスターはロンドンの中心にあり、歴史的

コンテクストが明快なところであるが、革新的デザイン

を認めていないわけではない。多様な計画が提案され、

問題のある計画にっいては、行政内のデザインの専門家

がデザインレビューを行い議論して判断している。ロン

ドン都心に位置することから、著名な建築家による開発

計画も少なくなく、これらに専門的見地から対応しなけ

ればならない。デザインのことがわかるものでないと申

請者側の専門家と言葉が通じないし、対等に交渉もでき

ないという難しさがある。

現在、ビクトリア駅周辺再開発で2っの高層街区の扱

いが問題になっている。開発地区の景観もさることなが

ら、ハイドパークやグリーンパークからの眺め、バッキ

ンガム宮殿の背景にタワーが見えるというのは問題であ

り、高層については広域のヴィスタからの判断が必要と

なる。この計画は実現性についてよく考えられており、

有名建築家を採用することで、事業性とデザインからタ

ワーの必要を求めているが、高さの判断について事業性

が審査項目に入ることはない。町並みへのインパクトが

大きくデザインの基本に合っていないとして、デザイン

を根拠に、この計画申請を不許可とすることも可能であ

るが、良質の公共空間の提供や基盤整備の充実、経済効

果などを勘案すると判断が難しくなっている。

基本政策は政府方針を踏襲している

が、個別計画の審査では多くの議論を

しながら判断している。

5.2自治体の制度運用にみる課題

4市の例からわかるように、行政の人的資源・財源な

どの条件、都市の歴史や成り立ち、社会経済的動向など

によって、それぞれの地域の計画課題に対する制度の使

い方やその効果が異なる。例えば、計画許可におけるデ

ザインの妥当性を説明するはずであるデザイン声明書で

あっても、事前相談に有効に活用するところから全く機

能していないところまである。

その一方で、デベロップメントプランの表記は包括的で

あり、実質的なデザインの評価や誘導には、地区ごとや

テーマごとのデザインガイドの必要があることは共通し

て指摘されていた。

また、デザインの基本は地域性の保全・創出にあるが、

コンテクストを変えるデザイン、新たにつくるデザイン

の評価には専門的判断の適正が社会的に評価される。デ

ザインは外観の問題である前に、高さやボリューム、配

置や密度など、景観の全体像が判断される。

計画制度においてデザインが重視されるようになって

きたとはいえ、事業者に十分理解されているとはいえな

いところもある。エンフィールドで指摘されていたよう

に、デザインレビューよりもデザイン賞により実際の開

発事例によって良いデザインの考え方を普及させていく

ことや、行政・議会・市民など多くの関係者についてデ

ザイン教育の必要があることは、日本にも共有できる課

題である。

6.デザイン審査を支える教育と啓発

良いデザインを実現していくためには、開発計画のデ

ザインの質(設計者のデザインカ)を高めることが基本

であるが、同時に、開発計画を評価し、協議交渉し、良

いものへと変更させていくことができるような専門職が

必要である。また、行政プランナーのデザイン教育や専

門性・技術力の向上も欠かせない。最終の判断権限をも

つ計画委員会委員(議員)の教育の重要性も指摘されて

いる。このような計画許可を担う地方計画庁の人材育成

とともに、デザインについての市民に対する啓蒙や、不

服申立の審査を行うインスペクターに対する専門支援な

どはCABEが担っている。CABEの仕事の中心にデザ

イン教育がある(図6-1)。

CABEは、デザインに関してどのような支援が求めら

れているのか自治体の実態を把握するためにアンケート

調査(2001)L2L)を行っている。これによれば、自治体の

計画部局に建築の専門スタッフのいる割合は38%にすぎ

ない。デザイン教育やガイダンスへのニーズは高く、良

いデザインの事例のわかるサイト、デザインに関するト

地方計画庁

計画委員会開発計画文書計画許可鷹蓼}
(議員く)螺訴)デザ£_ン碍服申立

見綱公開1「7源天募二「
lL.一..._一一tpm_t-.A_一:

11〈　　

1デザイン,レビュー1[1書き方支援

i謝育i舗誓i轍環:専門情報
1_一一一一一.一〔一}㎜一「_一一」1
IlCABEl
-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一i}一一一一一一一一一一一一一1

　

1教育・啓蒙

i社会・一般「

図6-1.CABEのデザイン教育

一21一
住宅総合研究財団研究論文集No.35,2008年版



レーニングセミナー、CABEの技術支援などの提供が期

待されていた。これに対し、CABEは、行政プランナー

から子供たち向けまで、様々な教育プログラムを提供す

るとともに、多くのデザイン政策のためのガイド伽を

出して、自治体の計画策定から運用段階までを支援して

いる。

開発事業者からの依頼により、専門スタッフによる計

画のデザインレビューも行っている。特に大規模開発や

地域にとってインパクトが大きいと判断される開発計画

については、計画許可申請後に、事前のデザインレビュ

ーの内容を公表している。また、自治体の依頼を受けな

くても、インパクトの大きい案件については、必要に応

じてデザインレビューを行い、自治体の計画許可の判断

を支援している。こうしたCABEのレビューの内容はア

ドバイザリーなものであるが、計画許可に影響を及ぼし、

判断基準の1つになりつつある。

また、先の調査によれば、行政内に専門スタッフの配

置を求める声も多い。都市デザイナー、デザインのコン

サルティングのできるプランナーが行政内で十分に確保

できていないことは、ブリストルやエンフィールドでも

聞かれた。その理由として、行政の給料の低さが問題と

指摘されていた。

開発計画のデザインを適切に評価し、良いデザインを

実現するためには、デザインを評価できる人材の確保と

オン・ザ・ジョブのデザイン教育が有効である。それだ

けではなく、社会的にもデザインの価値を理解される必

要がある。デザイン認定の運用には、人材とデザインに

対する社会的認識を高めることが重要である。

7.まとめ

イギリスの計画許可は、自治体の裁量に多くが任され

ており、開発におけるデザインに求めるものや評価の考

え方も地域の歴史や土地利用、経済社会的現状などによ

り多様であり、それが計画許可の判断や制度運用に現れ

ていた。政府方針や制度があるからデザインがよくなる

わけではなく、計画許可権限があるから望ましいデザイ

ンが常に選択されるわけでもなく、行政の専門職、計画

委員会、事業者、市民における競合と選択のなかで地域

の生活空間が形成されていく。そこでのデザインの評価

が地域性を形成していくことがわかった。

イギリスでも日本と同様、パワービルダーはデザイン

に関心があるのではなく、許可を取れればよいという発

想があり、地域環境は市場と事業者の経済合理性と計画

とのせめぎ合いの結果である。こうしたなかでデザイン

が持続可能な都市空間形成を担うという政策へ展開する

ことにより、開発計画の審査における主要な評価項目と

なってきたといえる。

イギリスの計画許可は地域がどのような開発を規制誘

導していくかの政策方針にもとつく判断であり、デザイ

ンもその1つの項目でしかない。一方、日本の景観認定

は、建築や開発に関わる様々な基準の1つである景観地

区の形態意匠基準についての判断となる。日本において

も景観は単なる外観の問題ではないことは、マンション

の高さが問題となることからも明らかであるが、制度上

はその他の地域地区とそれにもとつく建築基準法の集団

規定により示されるために、認定において総合的に調整

することが難しい。基準間のバランスが悪いと、基準に

適合していても、通りの建ち並びや居住環境が必ずしも

良くなるとはいえないことが発生する。

デザイン認定が可能かという議論の背景の1っに、デ

ザインは主観的なもので公平に判断できるのかという間

題がある。しかしデザインは、単なる外観の善し悪しと

してとらえられるものではなく、良い景観、良いデザイ

ンは心地よく安全な生活空間をつくることであるならば、

その評価は共有されていくはずである。日本におけるデ

ザイン認定はこうした評価の共有のプロセスにある。こ

うした観点から、イギリスの計画許可制度および、そこ

でのデザインの考え方と京都市の景観施策の運用実態か

ら、計画許可型の制度運用により景観形成を図っていく

可能性とその計画課題を整理すると、以下の3点を指摘

することができる。

1っは、景観施策と都市計画の整合の必要である。景

観というときには、スカイラインを構成する高さ、建ち

並びのリズムや形態に関わる建築物の間口やボリューム、

空地と建物の関係などが重要となるが、密度やボリュー

ム、高さなどは地域地区に示される基準によって規定さ

れる。こうした基準は敷地条件によって効果が異なる。

景観をイギリスでいうところのデザインに置き換えるな

らば、景観の評価は、これら空間のかたちと建築物と外

構が一体となった敷地空間の表現の総体が対象となるは

ずである。計画の一部を判断する景観地区制度では、今

のところ都市計画の基準とデザインを一体で審査するし

くみはなく、現状では棲み分けられている。

第2は、地域性とデザインの関係にもとつく評価と協

議のしくみをどのように計画制度に取り込んでいくかと

いうことである。イギリスでは国の運用指針(PPS1)およ

び通達㈹において事前相談の重要性を示している。自

治体も地域コンテクストからのデザインの調整や事業性

を踏まえた良いデザインへの計画変更の交渉が必要と考

えている。日本ではこれまでも景観条例で事前協議を行

ってきたが、法的拘束力がなければ事業者に計画変更を

求めることができなかった。このため景観法にもとづ届

出勧告や認定制度への期待は大きい。京都では景観地区

の認定か眺望条例の市長認定が必要であるので、事前相

談が比較的機能している。しかし多くの自治体は、合理

的な不認定書が書けるか、届出勧告でどこまで指導でき

一22一 住宅総合砥究財団研究論文集No.35,2008年版



るかなど、法定手続きにおいて計画を拒否したり変更を

求めることにっいて不安を持っている。そのため二重審

査と見なされないように工夫して、事前協議を条例化す

る例2)が見られる。事前協議の実効性が求められてきた

のに反して、景観法には規定されていない。

第3に、こうしたデザイン認定を支える人材と社会的

なデザインに対する評価の共有化がある。CABEが提供

している幅広いデザイン教育プログラムの重要性は高い。

京都やウェストミンスターといった他に比べて明快な歴

史的環境コンテクストがあるところでも、個々の判断に

ついては行政専門職が常に議論し判断の妥当性を検証し

共有化することを行っているのであり、デザインの評価

は個別に判断される。それだけにデザインは地域環境の

質の問題であることを、社会的に共有していくプロセス

を支援するしくみをつくることが重要である。

日本で景観地区を市域の景観形成の基本ゾーニングと

して認定制度を本格的に運用しているのは京都ぐらいで

ある。今後、個別判断を伴う認定制度の運用が適正に社

会で認知されるためには、この3つの計画課題への対応

が必要と考えられる。

developmentframework"を発行している。
G5)根切り工事その他政令で定める工事を除く。
(16)ヒアリング調査先は以下のとおり。

・BristolCityCouncil:RichardHo置den
・Milton-KeynesCouncil:NeilSainsbury
・LBEnfield:MikeBrown

・westminsterCityCouncil:RosemarieMacQueen
(17)』』SupplementaryPlanningDocument:TallBuildings"(Jan.

2005)。高層建築の評価についてCABEがガイドライ
ンを出している。ブリストルでは、ランドマークとな
る教会の尖塔の高さに対して、現在最も高い建物は都
心外縁部の戦後の商業街区にある20階建てである。

(18)このコストには、1)計画変更等にかかる事業コスト、
2)事業者が支払わなくてはならない許可申請料の2つ

の意味がある

(19)TheCommunityPlan:SustainableCommunities:Building
ft)rtheFuture,ODPM2003

(20)UrbanDesignLondo11:ロンドン特別区の行政・計画委
員会委員等を対象に都市デザインの教育プログラムの
提供や自治体のデザイン政策の支援を行っている。

(21)UnitaryDevelopmentPianのこと。旧制度の特別区のデ
ベロップメントプラン。

(22)"LocalGovemmentDesignSurvey"CABE,2001:イング
ランドの398自治体を対象に実施され回答率は56%。

(23)CABEは参考文献6)～13)等を作成し、誰でも利用で
きるようにしているhttp:〃www.cabe.org.uk/

〈参考文献〉
〈注〉

(1)2007年10月に海外調査(ドイツ2都市・イギリス4
自治体および1機関)を実施したが、ドイツのデザイ
ンに関する計画制度については十分調査ができなかっ
たため、イギリスの制度を中心に分析を進めた。

(2)京都市作成(2008.8)資料より
(3)12m・15m高度地区内を対象に景観が良くなることを

条件に高度地区の特例許可による北側斜線の緩和適用
されている。

(4)京都市ではこれまでのところ不認定は出していない。
申請後の認定証の交付までの処理期限(30日間)の問
に不適合部分の訂正を求めている。

(5)"anyothermaterialconsideration"と呼ばれるもので、
法定のデベロップメントプランには書かれないデザイ
ンガイドライン等、デザインに関わる計画基準はこの

タイフの判断基準となることが多い。

(6)DevelopmentPlanDocument
(7)PlanningPolicyStatemellt

(8)SuppiemelltaryPlanningDocument
(9)Desig-nandAccess.Statementsと呼ばれるもので、デザイ

ンと開発の利用と公共空間との関係について事業者が
考え方とデザインの適正を申し立てる報告書

(10)DCLG(DepartmentofConlmumlyandしocalGovernment)
CircularOl/2006っ

(11)不服申立制度は、計画許可が不許可等になったとき、
申請者が再審査を中央政府に求めることができるもの
で、インスペクターは不服申立に対する判断の決定権
限を委託されているもの。

(12)慣習法のイギリスではこうした判断・判例の積み重ね
によって基準の評価が定まっていく

(B)CommlsslontbrArc}1itcciureandBuiltEnvironment

王立芸術委員会(RoyaiArtCommissioll)を改組してつく
られた組織。

(14)CABEは制度改正にあわせて、計画おけるデザイン政
策の策定実践ガイドとして、'-Makingdesignpolicywork
-Ho、、todelivcr200ddesignthroughvouT'local

)

i

)2
)3

)4
)一
、
一
ラ
　
　
　

1
0
7
'
8
Q
ノ

10)

口)

12)

13)

「景観法活用ガイドー市民と自治体による実践的景観
づくりのために」日本建築学会編、ぎょうせい2008
「景観法における景観計画の構成と運用実態に関する
研究」小浦久子、日本都市計画学会学術論文集No43-
3,p211-216,2008
「英国都市計画とマスタープラン」中井検裕・村木美
貴、学芸出版社tg98
「欧米のまちづくり・都市計画制度:第2章イギリ

ス」中井検裕、ぎょうせい2004

L'TownandCountryPlanningintheUK:14theditioバ
B.CullingworthandV.Nadin,Routledge、2006
"BYDESIGN:Urbandesignintheplanningsystem:
towardsbetterpractice"DETRandCABE(2000)

Thevalueofgooddesign(2002)
TheCouncillor「sGuidet()UrbanDesig11(2003)

ProtcctingDesignQualityinPlanning(2003)
Makingdesignpolicywork-Howtodelivergooddesign
throughyourlocaldevelopment貨amework(2005)
Designatappeal(2006)
Designandaccessstatements:Howtowrite,readanduse
them(2007)

Designataglance:aquickreferencetonationa】design
policy

DesignReviewedMasterplans-Lessonslearnedfrom
prQlectsreviewedbyCABE『sexpertdesignpanel

〈研究協力者〉

宇津加奈子 大阪大学大学院博士前期課程
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<参考資料:京都市の美観地区・美観形成地区・建

低層一...緑化良経摩上一
'市街地型(美観形成)勾配歴根又はパ類似工夫

28
中菖層良好屡上形成

'沿道型(美観)層勾葭歴根又はパ類似f夫
29
都心幹線低層緑化良好屋上e

沿道型(蘂観).勾配麗根又はパ類似工夫
30
都心幹線中窩層1良好屋上形成

』511饗肇齢癒麟塵腐一
蕊髄型て麹)一■厩齪又・ま'{翻土美

黒条通宇葺置一一一.良郊:摩キ形嘆一...一..
沿道型(垂観形成)勾配屋根

33
1幹多琴竺摯【吝{辱曙.一一墾イヒ良タi彦…」≒一

,3爆鞭驚講聯パ類似工夫。
沿道型(美観形成)勾配屋根

35
.窒墾けep一道地区低層.緑化堪妊屋上一一
沿道型(美観形成)

勾配屋根/軒・け
36衣掛けの道地区中高

緑化良好屋上層

371山ろく型'勾配屋根腐・[1
建造柳修景地区低層.緑化良好摩上配慮

'三・↑中論一一講鍵配慮一
'山並み背景型'勾配屋根又ぼハ類似工夫

39
.建造物修景地区低層.良好摩上甲慮一一

・・欄購雛罐似モ夫
'岸辺型勾配屋根/軒・け

41

,建造物修景樫低層..、靴良軽摩上聯
勾配屋根又はパ類似工夫

42中高層
一、緑也鰹屡≧鴎慮一

-町並み型勾配屋根又はバ類似工夫
43

,建造物修景鞄区低層■.良野屋美配慮一
勾配屋根又はパ頂部まとめ

44中高層
良好屋上配慮
r軒:軒(万島指壼一
(軒:60cm以上、藪:900m以上)
け:けらばの出指定(30cm以上)
パ,パラペット
類似工夫,
勾配屋根に類似する工夫を施す
e:景観の形成に資する

名称屋根

1山麓型低層勾配/軒・け、緑化屋上景観0

2中高層勾配/軒・け、緑化膣上景観

3山並み背景型低層勾配/軒・け、緑化屋上景観㊦

4中高層勾配、パ工夫・緑化

5岸辺型低層勾E/軒・け、緑化屋上景観

6中高層勾醍/軒・け、緑化屋上景観

∵r芭箏聖響低層.、_鐸歪鐸望霧醤/軒一、『.
爵・階一_.耀霧,屋キ.一
..旦一高・一一解鶏そ馳一.
歴史遺産型一般'特定勾配腿根/藍・け一一.

10
-fk・..避雌上景墾一.一.一一.

1L-一螂一.一一.麟鯉轟で暫1ナー
一・搾艦藤,雛蔵鐸耀鞭・
歴史遺産型切り妻平入り/藍

13
祇園町南特定勾配屡根(道路1面)

r卸欝1,一一　購魏縞ll畜
歴史遺産型特定勾配屡根/軒

15
伏見南浜パ工夫駁好屡上

'廃更遣産型.一¶原剣桔定勾乱塵根ン罫.
16

三条低層

歴史遺産型
原則特定勾配歴根/軒17

三条中菖層

㍉・歴史蜷薮層一緬翻ン軒'[ヂ
歴史遺産型特定勾配屋根/鉦・け

19
上賀茂中高層

歴史遺1産型一.-特定勾曲屋根/軒一
20

千両ヶ辻低層

歴史遺産型特定勾醍膣根/奎王
21

千両ケ辻中高層

蕾吏鍛野.…麟定勾藤ノ軒
・瑠懸翫∴勲贈
r弘響齢、1い'羅錨灘踊,
歴史遺産型.切り妻平入り/軒

25
本願寺・案寺低層特定勾配屋根(道路1面)

歴史遺産型1切り妻平入り/軒
26
本願壷i隼寺中高層特定勾配屋根(道路1面).
『市街地型(美観形成)'勾配慶穣一一

27

造物修景地区の基準の地区別項目と内容〉

屋根材軒・庇外壁

瓦・金属板、風情e後退・分節、和風

瓦・金属板、風情後退・分節、祐園

爵金属帳:嵐橋一一一一一.一`後甚分齎一一一一一.一....一一一一一

.聡魔墨憧一一.一……饗'分節.一一……一
瓦・金属板、風情o水平強調、河川面3F後退/後退+門塀生垣

瓦・金属板、風情水平強調、河川面3F後退/後退+門塀生垣

瞬細・纈轟一羅葬纏繍霧轡その他魍慮
圃道路面レ2F歴史町並み・建築物乏調和形態意匠、その他外壁配虚

瓦・金属板、風情
特定勾配藍庇道路面3F後退/後退+門塀等

瓦・雛竈鞭臨一1辮織聖瞬鍵鱗
道路面1・2F歴史・伝統建築鯛和形態意匠

屋根以外の
その他1様式.

色彩
　　　　　　　　ココ　　　ロ

自然調和道路際しめる/調和門塀生垣

,鰐調和.準糟ゆ祝獅門雛亙一_.一.
自然調和道路際しめる/調和門塀生垣

1自然調和1道路際しめる/調和門塀生垣

自然調和道路際しめる/調和門塀生垣

藤紳.適蹴め遡和門麗ピ三:.`
歴史調和道路際しめる/調和門塀

歴史醐和道路際しめる/調和門塀

歴史調和1道路際しめる/調和門塀

瓦'銅楓風情゜特餉醍軒庇.鞭9i鯉塑土購.一一.一歴史醜
道路面1・2F歴史・伝統建築鯛和形態慧匠、その他外壁配慮

瓦・金属板、風情④ 歴史調和
特定勾配董庇一、道路面3F後退/後退+門塀等一..一一一一

瓦・銅楓風情・羅欝一一蝿聯≦騨撒繍脚蹴m後.歴蝋
1瓦・銅板、風情e地区別詳細地区別詳細1歴史調和

 一γ遭覇面一τF外壁一一一H一遺飴面研僕退、和風/翼壁/歴丈蓬染諮承紀一一一F一
瓦・銅板、風情㊤特定勾配藍庇隣接外壁と連続/3.6m塀・柵、.歴史調和

壬n園.哀恨..胃…丞側壁颪けゴ麹]一圃一奮丘一一.一

道路面外壁歴史建築外観と鯛和形態意匠、道路・河川面和風
瓦・金属楓風情o .歴史調和

.特定勾甦鉦庇/竺g)他配庫、歴牢導産開和醗慮の外観
道路面歴史建築外観と調和形悉意匠

瓦・金属板、風情② 歴史調和
道路面3F後退/洋風意匠はOK

1道路面歴史建築外観と調和癌態意匠/その他配慮
瓦・金属板、風情o 歴史調和

 .道瑠唾閉懲イ:洋墨意匠はρK-.一...一
道路面レ2F外壁屋根・軒・庇・外壁・門・塀・外構の形態奮匠は歴史建築外

瓦・銅板、風情㊦ 歴史調和
、特定鰯配藍庇.観と調和、和風/土塀「和厚揮でOK一
道路面1・2F外壁屋根・軒・庇・外壁・門・塀・外構の形態意匠は歴史建築外

瓦・鋼板、風情9 .歴史調和
特定勾配鉦庇:観と璽狽㌧和風/土塀・和風塀でg5-.
'道路面1・2F外壁 歴史建築外競と調和形態意匠、道路面3F後退

瓦・銅板、風情㊤ 歴史調和
特定勾醍董庇水平性強鯛、突出配慮/均整

道路面1・2F外壁'歴史建築外観と翻和形態意匠、その他外堅配慮
瓦・銅叛.風す青o 歴史調和

特定勿配藍峰 ima'路面3F後退、水平性強調〕突出配慮/均整
'瓦・銅板一.道路面1・2F外壁7歴史建築外島と調細形態意匠1蓮啓面3ピ後退

.歴史調和その他金蘇特定勾醐庇柳・将性強調・突出配慮/均整
道路面1・2'e}{壁道路面3F後退、地区内歴史建築外観と調和形態意匠/そ

.瓦・銅板、風情o 歴史調和
.特定勾配藪庇.の他外壁i畢慮
道路面1・2F外壁

瓦・銅板、風情◎ ※(下部に記述)歴史調和
特定勾配藍庇

・・金属欄∴導熟鍛壁霜耀響激欝謬醗退1歴蝋
道路面1・2F外壁歴史建築外観と醐和形巌恵匠、道路面和風・その他外壁

瓦・金属楓風情o 歴史鯛和
,特璋勾配葺庇.配慮、道路面3F後退.水平性強調、歴史遺産と調和

`瓦・金属板.一.一歴史町並み・建築物調和形態意匠、良好景観創出市街地
,些区風情調和:後退覧分箏調和
瓦・金属板良好特性生かし、良好景観創出市街地

.地区風情調和.後退'翁節.調和
地域特性を踏まえ屋

幹線沿道景観調和形態慈匠
上景観配慮 1調和

地域特性を踏まえ屋1幹線沿蓮景魏調和形藪意匠一「
lt…景観配瞬.1傅層・石貼等自然繁材、東堀川面4F後退1調和

道路面1・2F外壁道路面和風形態意匠配慮、その他外壁配慮
瓦・金属板、風情o I歴史調和

i鋳牢勾配葦嘩一 導櫛3F饗イ嘩土門畷置
瓦・金属板道路面1・2F外壁1歴史街道和風形態意匠、その他外壁配慮

歴史調和
 .笹寧風憧鋸担.:特定句配享ξ嘩1導路面.3F律退イ1後尋+門解
地域特性を踏まえ屋

地域景観特性生かし、良好町並み景観創出
.上景観磁{一.一.一一一一一 .獅一

.聖繁灘踏ま裸地域熱性生か…好町並み騰・勢
瓦・鋸繍鞭鍼麟後・・脚・風・獺
鑑謡編鯉雛櫻寺腿瓶和風・糊・
地区別(北部・西部・『

自然調和
雌見山手斗)
瓦・金属板、風情1自然調和

瓦・金属板、風情自然調和

地域特性を踏まえ屋'
自然調和

圭畢観配癖一
瓦・金隅板、風惰自然調和

灘轟嚇・然調和
地域特性を踏まえ屋1 市街地

.上軍観配慮調和
地域椿性を踏まえ屋「市街地
上景観醍慮調和
瓦:日本瓦
地区風惰調和,
当該地区の風情と調和したもの
軒庇:軒の出指定
(軒:60cm以上.藍.900m以上)

e:風情を有する

道路・河川面しめる/調和門塀

道路・河川面しめる/調和門塀

'道爵醜顛颪.一一
塀の高さ指定
地区別群細

;道路面建輿和颪1塀高ざ旛定1
道路面突出物干し・階段禁止

道路・河川面しめる/調和門塀

道路面しめる/調和土塀・和風塀

道路面しめる/調和土塀・和風塀

道路際しめる/調和和風門塀

道路際しめる/調和和風門塀

道路際しめる/調和和風門塀

道路際しめる/調和門塀生垣

道路際しめる/翻和門塀生垣

道路際しめる/調和門塀

道路際しめる/醐和門塀

:別表

1別表

II別i喪

道路・河川面しめる/調和門塀生垣.

'沿道町並み'

1沿道町並み'

十
1

!道路面しめる/調和門塀

:沿道町並み1
 に　

沿道町並みi

後退・分節、和風

後退・分節

.後退・分節斐麟糠鵬繍縄`
1空地融外設葡儲子細置
1又は色彩を建築物等と調和

後退・分節

分節

'後退ゴ道路からのモ分な後退和風湘嵐を墓調とする外観愈匠'自然調和:自然景観と調和
調和形態意匠:調和した形態意匠とすること歴史調和:歴史的な町並みと謂和
突出配慮/均整・外壁面から突出した物干し台、歴外階段等を設け市街地調和:市街地の町並みに調和
ない又は建築物と均整のある形態意匠とする沿道調和:沿道の町並みに調和
(※道路面3F後退+境界3.6m後退、歴史建築外観と調和形態意匠、調和門塀生垣(柵・和風塀);
旧山隠街道側玄閣、和風/真壁・その他外壁配慮,突出配慮/均整周囲の景観に調和した門、塀又は生垣等を設置
道路面3F以下、隣接外壁と連続/3.6m塀・柵)

道路・河川面しめる/調和門塀

1空地面膣外設備前に格子等設置'
又は色彩を建築物等と調和

駈空地面屋外設備前に稻子奪設置
.又は色彩を建築物等と調和
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